
◆令和２年１１月２日開催庁議◆ 

１．市長挨拶 

 ○昨日、市制施行５０周年記念式典が無事終了した。非常に良い式典であったという声も

お聞きしてり、安堵している。これから、５１年目に向け歩みを進めて参りたい。 

 ○新型コロナウイルスの感染者が、恵庭市においても増えてきており、各地においても同

様に増えていきている状況であるので、一層の感染予防対策を行うとともに、ホームペ

ージ上にメッセージを発出する。 

 ○令和２年第４回定例議会が始まるので準備等対応願う。 

２．議事 

（１）令和２年度ウォームビズについて【総務部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、総務部長説明  

○冬期間、市の公共施設の室温を１９度に設定する。服装や執務室の工夫により、仕事の

しやすい環境をつくること。また、地球温暖化防止の観点からウォームビズを３月３１日

まで期間実施する。周知ポスターを作成したので、各公共施設で掲示を願う。

（２）中恵庭出張所の現況と住民意識について【生活環境部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、生活環境部長説明 

○中恵庭出張所について、平均の利用人数が３人程度と続いており、出張所のあり方はこ

れまでも話題となっていたが、この度、新型コロナウイルス対策として、一時閉鎖をし

た事を契機として、地域住民にアンケート調査を行ったので、中恵庭出張所の今後につ

いて認識を共有しながら、利活用について検討していきたい。 

○今後、常任委員会にもアンケート結果を報告するが、廃止ありきではなく活用する方法

があれば活用方法を検討するなど、具体的な方向性はもっと先の段階として捉え、中恵

庭出張所のあり方について考える素地をつくりたいと考えている。

３．その他 

【生活環境部長】 

  ◎きれいなまちづくり秋のキャンペーンについて  

   ・本日より１１月６日まで実施するので、参加願う。 

【総務部長】 

  ◎市制施行５０周年記念式典について 

    ・式典については、滞りなく終了した。各部長職の協力に感謝する。 

  ◎自己申告書の取り纏めについて 

    ・１０月３０日までに取り纏めとなっているので、早めの提出を行うこと。 



◆令和２年１１月１６日開催庁議◆ 

１．市長挨拶 

 ○第４回定例議会が間もなく始まる。各所管においては準備等対応願いたい。 

 ○先週「はなふる」がオープンした。式典に参加した関係者もオープンを喜んでおり、ま

た緑化フェアの主催者である都市緑化機構にも「はなふる」の会場を見ていただけた。土

日は多くの方が訪れたと伺っており喜ばしいことである。今後は運営だけでなく、集客や

利活用をどうしていくかが課題となる。各所管においてイベント等を実施する際、活用を

検討していただきたい。 

 ○先日、５０周年記念事業の一つである「新・ＢＳ日本のうた」の公開収録があった。新

型コロナウイルス感染症の影響により観覧者は１７０名程度であったが、大変盛り上が

っていた。準備等対応いただいた職員に感謝申し上げる。 

 ○１１月１３日に相生通の開通式が執り行われた。平成１３年に恵庭駅西口の賑わい創出

や安全性の確保などを目的に都市計画で定めていたが、平成２０年に一度中止となった。

その後、規模を縮小するなどして今回の開通に至り、大変感慨深い。その地域をまちづく

りにとって、どうするのがいいかを真摯に考えることが重要であるとともに議会を含め

市民の方々に理解を求めることの大切さを再認識した事業であった。職員においては改

めて取り組んでいる事業が将来的にまちづくりにどういった影響を与えるのか考えなが

ら実施していただきたい。 

２．議事 

（１）不当要求行為等への対策について【総務部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、総務部長説明 

○市役所においては、多くの市民対応が求められるが、その中で暴力等により適正な事務

執行を妨げようとする市民もおり、その対応に苦慮している旨の報告や相談が様々な部署

から寄せられている。平成２８年１２月の庁議において、こうした不当要求行為等への対

策について周知したが、周知後も同様のケースが発生しており、また新たに職員も増えて

きたことから改めて周知を行う。

○平成１６年に「恵庭市不当要求行為対策要綱」を策定し、平成２０年に「不当要求行為

に対する対応マニュアル」を策定した。また「庁舎等管理規則」にて不当要求行為とみな

される者の立ち入り拒否や立ち退き等の措置について規定している。各所管においてはフ

ロー図など参考に予め対応方法や役割分担等を決めておくなど、対策について準備等対応

願いたい。

（２）「恵庭市バリアフリー特定事業計画」進捗状況について【企画振興部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、企画振興部長説明 

○平成２３年度より実施している恵庭市バリアフリー協議会の開催を予定しており、それ



に先立ち恵庭市バリアフリー特定事業計画の進捗状況について調査を実施する。関係所

管においては期日までに回答願いたい。なお、ソフト事業において追加する事業がある

場合は担当まで連絡願いたい。 

 【回答期日】１２月１０日（木） 

（３）クールチョイス普及啓発事業について【生活環境部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、生活環境部長説明 

○例年開催しているクールチョイス普及啓発事業について、今年度においては新型コロ

ナウイルス感染症の影響によりＹｏｕＴｕｂｅなどインターネットを活用し、実施する

こととした。今回の事業結果から次年度以降の事業内容を検討したいと考えている。事

業の実施にあたり、プロポーザルにご協力いただいた各所管に感謝申し上げる。

（４）全国都市緑化北海道フェアシンボルマークＷＥＢ投票の実施について【経済部】～要

点抜粋 

◎資料に基づき、経済部長説明 

○全国都市緑化北海道フェアに係り、現在基本計画を策定しているところであるが、今回

シンボルマークについてＷＥＢにより投票を実施することとした。投票方法は専用のＷ

ＥＢページからの投票のみとなっており、３案から１つ選び、投票する形となっている。

市ホームページではデザイン案のコンセプトも載っている。多くの方に投票していただ

き、決定したいと考えているため、投票の周知及び職員の投票についてご協力願いたい。 

【投票期間】１１月１６日～１２月１８日 

３．その他 

【議会事務局長】 

◎ ＩＣＴ推進に伴う模擬議会について 

   ・今月６日より議員へタブレット端末を配布し、供用開始となった。情報共有や事務

作業の負担軽減、ペーパーレス化として、議案や各種委員会資料、予算・決算特別

審査委員会資料等についてタブレット端末を活用することとなる。今年度において

は紙媒体と併用しながら、段階的にＩＣＴ化を進めていく予定である。各所管にお

いては、議員への連絡や資料の配布についてデータにてやり取りすることが出来る

ため、議会事務局へご相談いただきたい。 

   ・議員にタブレット端末使用に慣れてもらうため、本日１０時より模擬議会として、

前回の第３回定例議会と同様の内容でタブレット端末を活用しながら実施する。 


